
●入会の申込み・お問合せは、最寄りの支社までお願いいたします。

北海道支社 TEL 011-231-5642 FAX 011-251-5175 〒060-0041 北海道札幌市中央区大通東2-3　第36桂和ビル

東  北支社 TEL 022-223-0521 FAX 022-268-6360 〒980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通1-8-28　三栄木町通ビル

東  京支社 TEL 03-6858-3401 FAX 03-6858-3402 〒170-0004 東京都豊島区北大塚2-4-5　調査会ビル5F

中  部支社 TEL 052-211-2073 FAX 052-203-5124 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内2-16-22　丸ノ内エイチエフビル

関  西支社 TEL 06-6541-3045 FAX 06-6536-6219 〒550-0011 大阪府大阪市西区阿波座2-2-18　いちご西本町ビル

九  州支社 TEL 092-713-1772 FAX 092-713-7064 〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神3-9-25　東晴天神ビル

株式会社労働調査会　お客様サービスセンター　〒170-0004東京都豊島区北大塚2-4-5　TEL 03-3918-5517

お預かりしました個人情報は、ビジネススクールの請求書等関連書類の送付、弊社発行の定期刊行誌、書籍またはセミナー等の案内のみに利用し、

個人情報保護法に則り、責任をもって管理いたします。
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会員の種別 　　　法人　 ・　 個人　　　（どちらかに○）

御社名

労働調査会ビジネススクール入会申込書（FAX送信用） 申込日 年 月 日

ビジネススクール会員規約

労働調査会ビジネススクール年会費

●個人会員：年間 5,000円＋消費税 ●法人会員：年間10,000円＋消費税

『労働基準広報』『労働安全衛生広報』『先見労務管理』のいずれかをご購読いただいているお客様は、個人会員の特典をご提供いたします

（年会費5,000円は無料）。

第１条（目的）

労働調査会ビジネススクール（以下「ビジネススクール」といいます）は、株式

会社労働調査会（以下「当社」といいます）が運営する会員制のサービスで、本規

約はビジネススクールの利用条件を定めるものです。

第２条（会員）

1. 会員とは、会員規約に同意のうえ当社所定の入会申し込み手続きを取り、当社

が入会を承諾した法人又は個人の方とします。

2. 会員は年間契約によるものとし、申込月（若しくは申込日翌月）から１年間を

もって契約期間の終了とします。

第３条（会費）

年会費は当社から請求した日から２週間以内に指定口座に入金するものとします。

振込手数料は、会員が負担するものとします。

第４条（サービスの提供と中止）

1. ビジネスセミナー事業、専門教育・講座事業、専門情報誌発行等事業、各種ビ

ジネス情報を会員に提供します。本サービスには、無料サービス、有料サービ

ス、割引サービスがあります。個々のサービス利用については、当社が別途定

める条件によるものとします。

2. 業務上の理由で本サービスの一部または全部を変更・終了することがあります。

この場合、当社の判断で、その旨を通知または公表します。

第５条（順守事項）

1. 本サービスの利用にあたっては、会員規約、個人情報保護、その他適用される

すべての法令を順守するものとします。

2. 会員は、会員として有する一切の権利を第三者に譲渡、貸与、名義変更などす

ることはできません。

第６条（退会等）

1. 会員は退会の旨を当社に通知することにより、当スクールから退会できます。

なお、会員期間中でも納入済みの会費は返金いたしません。

2. 会員が、会員規約のいずれかの規定に違反したとき、または違反していたこと

が判明したとき、本サービスの利用料金その他の債務の履行を遅滞し、または

支払いを拒否したとき、その他合理的事由により会員として認定することが不

適当と判断した場合、当社は事前に通知することなく本サービスの提供を停止

し、退会処分とすることができるものとします。これにより会員が損害を被っ

たとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。

3. 会員は、退会と同時に会員資格を喪失し、本サービスのすべての利用資格を直

ちに喪失します。ただし、会員が退会までに利用した本サービスにかかる利用

料金その他の債務が退会により消滅するものではありません。

第７条（本規約の変更）

当社は、会員の承諾なく、本規約を変更できるものとします。本規約を変更した

ときは、公表の１週間以内に退会手続を取らなかった会員は、当該変更を承諾した

ものとみなします。


